
 

第９号議案 

 

 

 

   平成２８年度芦屋市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 

  平成２８年度芦屋市の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるとこ

ろによる。 

 

（繰越明許費）   

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年

度に繰り越して使用することができる経費は，「第１表繰越明許費」による。  

 

 

   平成２９年２月２１日提出 

 

 

 

芦屋市長 山 中  健    
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　　　　合　　　　　　　　　　

０２下水道施設建設費 ０２下水道施設建設費

第 １ 表 繰 

款 項
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42,110

　計 42,110

　管路施設改築事業

 越 明 許 費
（単位　千円）

事　　　　　　　　業　　　　　　　　名 金　　　　　　額
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（単位 千円）

事 　 　業 　 　名 現計予算額 繰越明許費

(３月補正後)

管路施設改築事業 57,240 42,110

合　　　　計 57,240 42,110

工事請負費

       第９号議案説明資料

　        平成２８年度芦屋市下水道事業特別会計補正予算（第１号）の繰越明許費の内容 　　　　

主な内容
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